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発表後の取り扱い自由  

 
 

平成２４年度 低潮線保全への取り組みについて
 

 
 

 沖縄総合事務局開発建設部では、昨年度に引き続き今年度も「排他的経済水域及び大陸

棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」に基

づき、低潮線及びその周辺の人為的な損壊や自然浸食等を確認するため、沖縄総合事務局

管内の低潮線保全区域について、防災ヘリコプターを用いて職員の直接目視により巡視を

実施し、各低潮線保全区域とも地形の変化等の異常がないことを確認しております。 

 

 また、低潮線保全区域では、行為の規制等を周知するための看板を昨年度から設置して

います。今年度は、宮古島、波照間島、北大東島に計５基の看板を設置し、今年度で設置

を完了します。 

  

 

 

【低潮線保全区域とは】 

 ・排他的経済水域等の限界を画する基礎となる低潮線等の周辺の水域で保全を図る必

要がある区域で政令により定められたもの。 

 ・沖縄総合事務局では、３８区域を所管。 

 

 

開発建設部 低潮線保全官 徳永 敏朗（内線 3617）  
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巡視記録

沖縄総合事務局管内の保全区域と巡視記録

■平成２４年 ８月１８日 宮古島、大正島の４区域 【写真①】
■平成２４年 ８月１９日 魚釣島、久場島の７区域 【写真②】
■平成２４年 ８月２０日 波照間島、与那国島などの２０区域
■平成２５年 １月２９日 硫黄鳥島、久米鳥島の３区域
■平成２５年 ３月 ７日 与那国島、中御神島の９区域
■平成２５年 ３月 ８日 宮古島、波照間島などの１４区域 【写真③】
■北大東島、沖大東島の４区域は、海上保安庁からの情報提供



低潮線保全区域の巡視状況

巡視状況（ヘリ巡視）防災ヘリコプター

注１）囲みエリアは概ねの低潮線保全区域
注２）写真左は遠景、写真右は近景①尖閣諸島 大正島 （平成２４年８月１９日巡視）



低潮線保全区域の巡視状況

②与那国島 西崎 （平成２４年８月１９日巡視）

注１）囲みエリアは概ねの低潮線保全区域
注２）写真左は遠景、写真右は近景③宮古島 東平安名崎 （平成２５年３月８日巡視）



①沖縄県竹富町波照間3365‐3 
［政令第８０号］
沖縄県竹富町波照間3905‐1
［政令第８１号～８３号］
沖縄県竹富町波照間3950‐1
［政令第８４号～８９号］

②沖縄県宮古島市城辺
字保良１２２１－１４
［政令第７６号～７８号 ］

③沖縄県島尻郡北大東村
字中野地内
［政令第７２号］

普及・啓発等 （平成24年度の設置状況）

低潮線保全区域 看板設置状況

宮古島東平安名崎設置状況 ◆平成２４年度の看板設置箇所
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